
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 617700 岩水簡易郵便局 ○ 愛媛県南宇和郡愛南町岩水１２６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 477140 調月簡易郵便局 ○ 和歌山県紀の川市桃山町調月１０５３－５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 067240 志戸崎簡易郵便局 ○ 茨城県かすみがうら市坂８９５－５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 221210 櫛田郵便局 - 三重県松阪市豊原町西町１１８８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 221210 櫛田郵便局 - 三重県松阪市豊原町１１８８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 222810 松阪垣鼻郵便局 - 三重県松阪市垣鼻町荒木１８２１－２４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 222810 松阪垣鼻郵便局 - 三重県松阪市垣鼻町１８２１－２４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 223350 松阪清生郵便局 - 三重県松阪市清生町茶臼山４９２－１６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 223350 松阪清生郵便局 - 三重県松阪市清生町４９２－１６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 317220 三室簡易郵便局 ○ 石川県七尾市三室町５６部１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 317220 三室簡易郵便局 ○ 石川県七尾市三室町５６部１０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 317390 伊久留簡易郵便局 ○ 石川県七尾市伊久留町ウ部３３－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 317390 伊久留簡易郵便局 ○ 石川県七尾市伊久留町ウ部３３－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 457890 田原本宮森簡易郵便局 ○ 奈良県磯城郡田原本町宮森３２１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 518210 広島相田簡易郵便局 ○ 広島県広島市安佐南区相田４－２－２４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 518210 広島相田簡易郵便局 ○ 広島県広島市安佐南区相田４－２－２４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 537600 上来原簡易郵便局 ○ 島根県浜田市金城町上来原４４１番地内第２地 ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 537660 四本松簡易郵便局 ○ 島根県鹿足郡津和野町山下３４９－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 627250 西井川簡易郵便局 ○ 徳島県三好市井川町八幡８５－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約締結 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.3.1 契約解除 -

R4.3.21 契約解除 -

R4.4.1 住居表示変更 -

R4.4.1 住居表示変更 -

R4.4.1 住居表示変更 -

別紙
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変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
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(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 717380 茂串簡易郵便局 ○ 熊本県天草市牛深町１６３７－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 717910 下平簡易郵便局 ○ 熊本県天草市深海町２３３６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 718640 泗水桜山団地簡易郵便局 ○ 熊本県菊池市泗水町永２８０６－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 718810 黒石簡易郵便局 ○ 熊本県合志市須屋２６２９－１０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 737040 深瀬簡易郵便局 ○ 宮崎県日南市酒谷甲３３８１－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 737830 延岡若葉簡易郵便局 ○ 宮崎県延岡市若葉町２－１１２０－６５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 738180 宮ノ下簡易郵便局 ○ 宮崎県西都市平郡５５１－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 738180 宮ノ下簡易郵便局 ○ 宮崎県西都市平郡５５１－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 767230 青島簡易郵便局 ○ 長崎県松浦市星鹿町青島免６６７－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 787870 論地簡易郵便局 ○ 鹿児島県霧島市溝辺町麓９４７－６ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 787870 論地簡易郵便局 ○ 鹿児島県霧島市溝辺町麓６－５５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 788230 鹿児島空港内簡易郵便局 ○ 鹿児島県霧島市溝辺町麓８２２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 788240 鹿児島大学医学部内簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘８－３５－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 788240 鹿児島大学医学部内簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘８－３５－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 828030 大浦簡易郵便局 ○ 福島県いわき市四倉町狐塚川田８２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 828030 大浦簡易郵便局 ○ 福島県いわき市四倉町狐塚川田８２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 837740 浮田簡易郵便局 ○ 岩手県花巻市東和町上浮田２区１７０ ○ ○ ○ × ○ × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.4.1 住居表示変更 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -
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変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
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業所の
別
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簡
易
郵
便
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窓口業
務
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備考

別紙

変更前 郵便局 847810 あかね簡易郵便局 ○ 青森県三戸郡南部町福田あかね１－１８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 847810 あかね簡易郵便局 ○ 青森県三戸郡南部町福田あかね１－１８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 857490 高山簡易郵便局 ○ 山形県東置賜郡川西町高山２７９７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 868320 羽後南郷簡易郵便局 ○ 秋田県横手市山内南郷赤渕４５－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 868320 羽後南郷簡易郵便局 ○ 秋田県横手市山内南郷赤渕４５－５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 868340 西秋ノ宮簡易郵便局 ○ 秋田県湯沢市秋ノ宮山岸８９－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 868340 西秋ノ宮簡易郵便局 ○ 秋田県湯沢市秋ノ宮山岸８９－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 908060 江別あけぼの簡易郵便局 ○ 北海道江別市あけぼの町１４－７ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 908360 湯別簡易郵便局 ○ 北海道寿都郡寿都町湯別町上湯別１０３－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 947480 古部簡易郵便局 ○ 北海道函館市古部町７２ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 977020 夕張太簡易郵便局 ○ 北海道空知郡南幌町稲穂１－６－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 997830 富美簡易郵便局 ○ 北海道紋別郡湧別町富美６０２ ○ ○ ○ × ○ × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 426200 川西湯山台簡易郵便局 ○ 兵庫県川西市湯山台２－２－１５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 082140 イオンモール甲府昭和内郵便局 - 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 210830 武豊郵便局 - 愛知県知多郡武豊町金下５５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 210830 武豊郵便局 - 愛知県知多郡武豊町字金下５５－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 822050 大熊郵便局 - 福島県双葉郡大熊町下野上大野１９０－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 822050 大熊郵便局 -
福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平１２０７
－１

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

R4.4.4 契約締結 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.8 新設 -

R4.4.11 移転 -

R4.4.11 移転・再開 -

R4.4.1 契約締結 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 契約解除 -

R4.4.1 業務変更 -

R4.4.1 業務変更 -
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変更前 郵便局 821730 福島栄町郵便局 - 福島県福島市栄町１０－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 821730 福島栄町郵便局 - 福島県福島市大町４－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 033210 大宮区役所内郵便局 - 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 033210 大宮大門町郵便局 - 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－１１８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 621120 佐那河内郵便局 - 徳島県名東郡佐那河内村下高樋４１－６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 621120 佐那河内郵便局 - 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ３１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 830180 陸前高田郵便局 - 岩手県陸前高田市高田町鳴石５０－２１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 830180 陸前高田郵便局 - 岩手県陸前高田市高田町字馬場前３００－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 830180a 陸前高田郵便局郵便分室 - 岩手県陸前高田市高田町馬場前４５－２ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 940530 函館桔梗郵便局 - 北海道函館市桔梗３－２５－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 940530 函館桔梗郵便局 - 北海道函館市桔梗３－２８－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 477330 長野簡易郵便局 ○ 和歌山県田辺市長野１１４８－９ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 617380 下泊簡易郵便局 ○ 愛媛県西予市三瓶町下泊６９０－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R4.4.25 契約締結 -

R4.4.15
移転・改称・

再開
-

　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

R4.4.18 廃止 -

R4.4.18 移転 -

R4.4.29 契約解除 -

R4.4.12 移転 -

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。

R4.4.18 移転 -

R4.4.18 移転 -


